
第一章　　総　則
〈名称〉

第１条　本会は水戸市水泳協会と称する。

第２条　本会は我国における水泳及び水泳競技の統轄団体たるアマチュア資格において水戸市

　　　スポーツ協会の構成団体となる。

〈事務所所在地〉

第３条　本会は事務所を理事長宅に置くものとする。

〈目的及び事業〉

第４条　本会は水泳及び水泳競技の健全な普及と発展を期し，併せて会員相互の親睦を図るこ

　　　とを目的とする。また，目的達成のため次の事業を行なう。

　　（１）各方面の水泳及び水泳競技団体との相互融和連絡。

　　（２）県内及び県外における水泳競技会，水泳会議に対する水戸市代表役員の派遣。

　　（３）水戸市のおける水泳及び水泳競技の統制並びに茨城県水泳連盟より委託された事業

　　　　の主管。

　　（４）毎年一回の水戸地区選手権大会及び水戸市におけるその他の水泳競技会の開催と後援。

　　（５）本会における功労者の表彰及び優秀選手者の表彰。

　　（６）水戸市における水泳及び水泳競技に関する指導研究及び調査。

　　（７）水戸市スポーツ少年団活動事業。

　　（８）水戸市における水泳及び水泳競技の健全な普及振興とする活動事業。

　　（９）その他本会において必要と認める事業。

2．前条に定める事業等を実施するにあたり、運営組織（競技運営・強化、庶務・研修、

少年団、普及・振興）を設置する。

第二章　　会員及び機構

〈会員及び入会〉

第５条　本会の会員は正会員，賛助会員，特別会員とする。

　　２．正会員は本会の趣旨に賛同し，水戸市に居住又は勤務するものとする。

　　３．賛助会員は本会の趣旨に賛同し，援助を与える団体及び個人とする。

　　４．特別会員は水戸市近郊に居住し水泳競技に関心を示し，発展向上の基礎となりうる者

　　　とする。

　　５．本会に加入するときは，常任理事会の議を経て承認を必要とする。

〈除名、退会〉

第６条　会員が次の各号一つに該当した時は会員の失う。

　　１．アマチュア規定に違反したとき。

　　２．本会の名誉を毀損し，又議決事項に違反し，その理由により理事会の議を経て除名

　　　されたとき。

　　３．本人から退会の申し出があったとき，又本会の事業活動実態が見受けられない場合は，

　　　常任理事会の議を経て除名とする。ただし，特殊な事情による場合は，その限りではない。
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第三章　　役　員

〈役員の定数〉

第７条　本会に次の役員を置く。

　　（１）会　　長　　　　　　　　　　　

　　（２）副 会 長　　　　　　　　　　　

　　（３）理 事 長　　　　　　　　　　　

　　（４）副 理 事 長　　　　　　　　 　

　　（５）常 任 理 事　　　　　　　　　　　

　　（６）会 計 理 事　　　　　　　　　　　

　　（７）理    事　　　　　　　　　

　　（８）監    事　　　　　　　　　

　　（９）幹    事　　　　　　　　　

〈選任及び職務〉

第８条　会長，副会長は総会の議決により，これを定める。

　　２．会長は本会を代表し会務を総理する。

　　３．副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

第９条　常任理事及び理事は総会で正会員のうちから選任する。

　　２．常任理事は理事長を補佐し，常務を掌理する。

　　３．理事は会務を審議する。

　　４．常任理事及び理事は，各事業の業務担当者となり事業運営にあたる。

第１０条　理事長及び副理事長は理事の互選とする。

　　２．理事長及び副理事長は会長の指示を受けて，本会の業務を総括し会務を処理する。

第１１条　会計理事は会計を掌る。

第１２条　監事は総会において正会員のうちから選出し，会計を監査する。

第１３条　幹事は理事長の指示を受けて主要な事務を処理する。常任理事及び理事を兼務する

　　　　ことができる。

〈顧問及び参与〉

第１４条　本会に名誉顧問、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。

２．名誉顧問は本会会長経験者で功労のあった者、顧問は本会に功労のあった者及び

学識経験者の中から、参与は水戸市近郊に居住又は勤務する水泳に関わる団体代表とし、

常任理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。任期は会長の任期をもって委嘱を解く。

ただし、再任を妨げない。

　　３．名誉顧問、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述ることができる。

　　４．名誉顧問、顧問及び参与は、本会の事業に出席することができる。

〈役員の任期〉

第１５条　役員の任期は２年とする。だだし再任は妨げない。

　　２．役員はその任期が満了した場合でも後任者の就任までその職務を行うものとする。

　　３．補欠により役員を選出された者は前任者の残任期間とする。
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第四章　　会　議

〈総会及び常任理事会，理事会〉

第１６条　会議はすべて会長が召集する。

第１７条　総会は本会の議決機関にして年一回以上開催し次の事項を審議する。

　　（１）規約の変更に関する事項。

　　（２）収支予算及び事業に関する事項。

　　（３）事業報告及び決算に関する事項。

　　（４）その他重要な事項。

第１８条　常任理事会は，会長，副会長，理事長，副理事長，常任理事，会計理事をもって組織する。

　　２．常任理事会は理事会より委任された事項及び本会の重要事項を処理する。

第１９条　理事会は理事を持って組織する。

　　２．理事会は必要に応じ会長にこれを招集し規約に規定した事項及び総会より委任され

 　　た事項を審議する。

第２０条　会議は議長に会長があたり，委任状を含めて定数の２分１以上が出席し，過半数

　 　によって決する。

第五章　　会　計

〈経費〉

第２１条　本会の経費は次に揚げるものをもって支弁する。

　　（１）事業収入

　　（２）補助金

　　（３）寄付金及び賛助金

　　（４）その他

〈会計年度〉

第２２条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

　　２．会計年度の終わりに剰余金あるときは，これを翌年に繰り越す。

第六章　　補　則　

第２３条　本規約に定めるほか運営に関し必要な事項及び内規は常任理事会で定めることができる。

付　則

　この規約は昭和４５年１１月１４日から施行する。

　この規約は昭和５４年６月２日一部改正する。

　この規約は昭和５８年５月８日一尾改正する。

　この規約は平成１７年５月７日一部改正する。

　この規約は平成２２年５月２９日一部改正する。

　この規約は平成２７年４月１８日一部改正する。

　この規約は令和　５年４月１５日一部改正する。


